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海
事
産
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

令

和

三

年

五

月

十

三

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

造
船
業
・
海
運
業
へ
の
支
援
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
産
業
が
担
っ
て
い

る
役
割
を
考
慮
し
、
事
業
基
盤
や
競
争
力
強
化
の
実
現
に
必
要
な
支
援
を
確
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、

我
が
国
造
船
業
の
競
争
力
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
国
際
市
場
に
お
け
る
公
正
・
公
平
な
競
争
環
境

の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
造
船
事
業
者
に
対
し
て
は
、
作
業
環
境
の
安
全
性
の
向
上
や
事
業
基
盤

の
抜
本
的
な
強
化
に
資
す
る
よ
う
、
税
制
上
の
措
置
な
ど
更
な
る
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二

ク
ル
ー
ズ
船
内
に
お
け
る
感
染
症
等
事
案
の
発
生
時
に
報
告
徴
収
に
よ
る
迅
速
な
状
況
把
握
を
適
切
に

行
え
る
よ
う
、
外
国
法
人
等
の
ク
ル
ー
ズ
事
業
者
等
に
対
し
て
報
告
徴
収
規
定
に
関
す
る
周
知
を
図
る
と

と
も
に
、
当
該
事
案
発
生
時
に
お
け
る
初
動
対
応
を
迅
速
に
行
え
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
将

来
的
な
国
際
ク
ル
ー
ズ
の
運
航
再
開
に
向
け
て
感
染
症
対
策
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
支
援
等
を
適
切
に
実

施
す
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
で
連
携
し
て
ク
ル
ー
ズ
船
の
安
全
確
保
に
向
け
た
国
際
的
な
議
論
に
お
い

て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
。



三

船
舶
所
有
者
が
選
任
す
る
労
務
管
理
責
任
者
に
よ
る
船
員
の
適
正
な
労
務
管
理
に
向
け
て
、
船
員
の
労

働

時

間

を

適

正

に

記

録

す

る

た

め

の

取

組

支

援

な

ど

労

働

時

間

管

理

に

係

る

環

境

整

備

を

推

進

す

る

こ

と
。
ま
た
、
船
員
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
効
性
確
保
の
た
め
、
経
済
・
社
会
情
勢
の
変
化

に
応
じ
て
適
宜
適
切
に
制
度
見
直
し
の
検
討
を
行
い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
、
少
子
高
齢
化

の
下
で
の
船
員
の
担
い
手
確
保
の
観
点
か
ら
、
陸
上
の
制
度
等
も
参
考
に
し
て
、
船
員
の
総
労
働
時
間
や

年
間
休
日
日
数
、
処
遇
水
準
等
に
つ
い
て
、
船
員
の
労
働
環
境
が
陸
上
と
比
べ
相
対
的
に
劣
後
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
、
船
員
の
厳
し
い
労
働
環
境
の
解
消
、
多
様
な
働
き
方
の
実
現
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ

と
。

四

内
航
海
運
業
者
が
行
う
過
労
防
止
等
の
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
、
荷
主
等
を
含
む
関
係
者
に
対
し
て
、
必
要
な
勧
告
・
指
導
等
を
行
う
と
と
も
に
、
適
正
な
運
賃
・

用
船
料
の
確
保
に
向
け
た
内
航
海
運
業
の
取
引
環
境
改
善
を
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
内
航
海
運
業
者
に
対

し
て
も
新
た
に
内
航
海
運
業
の
登
録
制
度
の
対
象
と
な
る
船
舶
管
理
業
者
の
活
用
を
始
め
と
す
る
経
営
の

効
率
化
や
新
技
術
活
用
等
を
促
し
、
内
航
海
運
業
の
生
産
性
向
上
の
取
組
を
促
進
す
る
こ
と
。

五

内
航
海
運
暫
定
措
置
事
業
の
終
了
に
伴
い
、
船
舶
の
建
造
が
容
易
と
な
る
こ
と
に
よ
る
船
腹
過
剰
等
の

事
業
環
境
の
悪
化
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
う
と
と
も
に
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
環
境
性
能
の
高
い
船
舶
や
新
技
術
を
導
入
し
た
船
舶
の
建
造
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
。

六

カ

ボ

タ

ー

ジ

ュ

規

制

に

つ

い

て

は

、

国

内

海

運

産

業

の

安

定

的

な

海

上

輸

送

体

制

の

確

保

の

観

点

か

ら
、
今
後
と
も
こ
れ
を
堅
持
す
る
こ
と
。



七

造
船
業
・
海
運
業
の
次
世
代
人
材
の
確
保
・
育
成
に
向
け
て
、
造
船
業
・
海
運
業
や
船
員
に
関
す
る
理

解
増
進
及
び
認
知
度
向
上
の
た
め
の
情
報
発
信
の
取
組
強
化
を
行
う
と
と
も
に
、
船
員
の
養
成
・
教
育
機

関
、
海
洋
教
育
及
び
大
学
等
に
お
け
る
産
学
連
携
の
取
組
等
に
対
す
る
幅
広
い
支
援
を
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


